
と き ６月２９日（土） 10:30～11:30 
ところ 久松台交流館会議室 
テーマ  「聞いてみよう 本格クラシック！！」 
出演者 アンサンブルさかみち 
    （バイオリン、チェロ、ピアノ） 
主 催 久松台学区町内会連合会福祉部 
    学区の福祉を高める会 
曲 名 ヴィヴァルディー 夏 
    バッハ 無伴奏バイオリン ピアノ版と 

聴き比べ  

シ ニ ア 食 生 活 改 善 教 室  募 集 

と き ８月11 日（日） 
第１部 19:30～12:00 「２段コーナーラックをつくろう！」 
第２部 13:00～16:00 「バブロケットをつくろう！」 
ところ 久松台交流館会議室・・（第１部会場） 
    久松台第４公園（久松台交流館横の公園）・・（第２部会場） 
主 催 久松台学区町内会連合会福祉部、学区の福祉を高める会 
申込み ６月１５日（土）から受付 久松台交流館へ(☎921-7372) 
締切り ７月２０日（土）（但し、定員になり次第締切ります） 

＜お詫びと訂正＞ 
まいたうん５月号の「学区役員・各団体代

表者を紹介します」の役員紹介で間違いが

ありました。 

訂正箇所は「学区交通安全部長 杉野原信寛

さん」です。お詫び申しあげます。 

第 2 部「バブロケットをつくろう！」 
対象者 小・中学生とその家族   ◇定員 25 人（組）◇費用 100 円 
講 師 自然観察指導員 堀江康博さん（向陽町在住） 

※５００ｍｌの炭酸飲料空きペットボトルを２本持参のこと 
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４７９ 
まいたうん久松台 

久松台交流館や小学校（体育会主催）で行われる行事６月・７月・８月 ご参加を！ 

と き ７月２１日（日） 13:15～15:00 
ところ 久松台交流館会議室   
テーマ 実践！「参加者をお客様にしないサロン」 
指導者 久松台学区の福祉を高める会 

会長 角川克己 さん 
生演奏 市民マンドリン合奏団の方々 
定 員 30 人 
主 催 久松台学区町内会連合会福祉部、 

久松台学区の福祉を高める会 
申込み 久松台交流館（☎９２１－７３７２） 

と き ６月２７日（木）13:00～15:30 
ところ 久松台交流館 実習室 
テーマ 「低栄養を防いですこやか食生活」 
内 容 食生活改善推進員による講義＆参加者に

よる調理実習と試食 
主 催 福山市食生活改善推進協議会 
対象者 おおむね６５歳以上の方 
    およびそのご家族 
定 員 １５人（参加費無料）  
持参物 エプロン・三角巾・ふきん・筆記用具 
    マスク 
申込み 久松台交流館（TEL921-7372）  
締切日 ６月２０日（木） 
※ 当日体調不良の方は参加をご遠慮ください。 

 

第１部「２段コーナーラックをつくろう！」 
対象者 小学高学年か中学生とその家族（付き添い）   
◇定員 ２０人（組） ◇費用 ５００円   
指 導 町内会連合役員、福祉を高める会役員

学区グラウンド・ゴルフ大会 

と き：６月２２日（土） 
 ＜雨天の時は７月６日(土)に延期＞ 
ところ：久松台小学校グラウンド 
受 付：8:30～ （開始）9:00～ 
 
内 容：３ラウンドのプレー。ふくやまスポーツ祭

選手選考を兼ねますので、多くの方の参加
をお待ちしています。（久松台学区体育会） 

第 46 回 認 知 症 学 習 会 

と き ７月７日（日）受 付 9：00～  
開 始 ９：３０ 
ところ 久松台小学校体育館 
内 容 3 人 1 組のチーム 
多数の参加をお待ちしてます 

（久松台学区体育会） 

と き ８月２日（金） 
    10:00～11:30  
ところ  久松台交流館会議室 

内 容 乳幼児から始める命と性の話 
講 師 西田 啓子 先生  （にしだ助産所） 
定 員 ４０人（親子での参加可） 
申込み 久松台交流館（TEL921-737２） 
※申込み開始 
６月１７日（月）～（定員に達し次第締切り） 

 
 

学 区 ペ タ ン ク 大 会 

かんたんスマホ教室（社会教育活動事業） 

と き ６月１５日（土）13:30～15:00 
ところ 久松台交流館 図書室 
内 容 簡単なスマホ操作の方法について 
    便利なオープンチャットについて 
講 師 木之庄町宮の前町内会会長 岡田常治 さん 
定 員 １0 人（参加費無料）  
締切日 ６月８日（土） 
申込み 久松台交流館（TEL921-7372）  

たのしく まなぼう いのちとせい  
助産師さんのおはなし （社会教育活動事業） 

夏休みこども工作教室 

子ども文庫に音楽隊が来る！？ 



※学区グラウンド・ゴルフ大会が延期の時  

7/6(土) グラウンド・ゴルフ大会 

7/17(日) 久松台町内会公園清掃 
7/17(日) 学区ペタンク大会 
7/16(火) あいさつ運動 
7/21(日) 木之庄東町内会工作教室 
7/21(日) 認知症学習会 
(講師は市の健康推進課の方:詳細は７月号で) 
7/31(水) 久松台小・城北中終業式 
 

 

 
 
 
 
 
7/29(金) 久松台小・城北中終業式 

時 間 10:00～  

ところ 久松台交流館 

と き 15 日(水) 

    12 日(水)体力測定

＜12 日(水)男性＞ 

    19 日(水) 

    26 日(水) 

     

と き ６月２１日（金）<雨天中止> 8:30～14:00 

行き先 今津・ふるさと再発見コース 

集 合 久松台交流館 【８時３０分までに】 

自由参加：大勢の方の参加をお待ちしています。 

 ※体温は各自で測定、マスクの使用励行 

※車両・自転車に注意し、２列歩行を厳守 
 
★行程 交流館（徒歩）→福山駅（電車 9:49 発）→松永駅（徒歩） 

→大明神社→今津交流館（徒歩）→善性寺→長波の辻堂他 

→今津交流館（昼食）（徒歩）→松永駅（電車 13:15 発）

→福山駅解散 
     
★距離：約８ｋｍ（徒歩の部分） 弁当・飲み物は各自持参 

★費用 電車代 往復４８０円  
 
問い合わせ 歩こう会代表 信時正彦 （☎090-4148-4094）  

  ＜７月・８月は夏休み＞ 次回予定 ９月２０日（金） 

毎月２・４土曜日 
14:00～16:00 

ところ 久松台交流館 会議室 

 ６月８日・22 日 
 
地域の人たちとお茶を飲みなが

ら、歴史の話しやピアノに合わ

せて歌など歌います。 

 

①さくらんぼ学級（毎月第２金曜日） 

６月１４日（金）10:00～11:30 
 

②おもちゃサロン（毎月第４金曜日） 

６月２８日（金）10:00～11:30 
 
（内 容）子育てをされている方対象のさくらんぼ 

学級・おもちゃサロンです。 
（対象者）小さい子どもさんと保護者の方やご家族 

 
 

 
 
 
 

 
5/19(土) グラウンドゴルフ教室開講（延期） 
5/19(土) バドミントン教室開講（延期） 
5/10(日) 城北中学校体育大会（延期） 
5/11(月) ソフトバレーボール教室開講（延期） 
5/12(火) 卓球教室開講（ 
5/15(金) ゴーヤの苗 配布日 
5/1 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

６  月  の   予  定 

７  月  の   予  定 

No.４７９   まいたうん久松台（久松台交流館報）  2024 年（令和 6 年）６月１日 

 
久  松  台  学  区  歩  こ  う  会  

助け合い 人と人を つなぐ糸 

6/12(日) 東町内会防災運動会 
6/14(金) さくらんぼ学級 
6/15(土) かんたんスマホ教室 
6/17(月) あいさつ運動強化日 
6/22(土) 学区グラウンド・ゴルフ大会 
6/28(金) おもちゃサロン 
 

健 康 体 操 ６月の予定 

サークル「俳句の会」 初心者募集 

世界で一番短い詞 5・7・5（十七文字）。 

脳トレと言葉遊びのつもりで一緒に楽しみませんか。 

添削しますのでご安心ください。 

めずらしい季語を知り、ワクワクしましょう。 
 
と き 毎月第３火曜日 13:45～15:45 
ところ 久松台交流館図書室 

申し込み 塚本（☎084-921-6309） 

※ ６月は１８日（火曜日）です。 

※  

 

 

 

相 続 ・遺 言 の無 料 相 談  

と き  ６月２８日（金）13:00～17:00 
＜相談時間 約５５分で４組＞ 

ところ  久松台交流館図書室 
相談受付 佐藤 稔 さん(行政書士) 
予 約 要（前日の１８時までに） 
（☎080-1908-9906）（☎084-924-0417） 
※相続登記の義務化の法律改正が、４月１日から施行されまし
た。この法律改正施行より前に不動産を所有した人が亡くなっ
ていると、令和９年３月３１日までに相続登記をする義務があ
ります。また、法律改正施行以降に不動産を所有した人が亡く
なると、３年以内に相続登記をする義務があります。 
 

ふ れ あ い 喫 茶 さくらんぼ学級・おもちゃサロン 
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